
１１月発刊の『四国中央スポーツだより第１８号』P6：市内のスポーツ施設の

利用方法におきまして、内容に一部誤りがございました。深くお詫びいたします

とともに、謹んで訂正させていただきます。 

 

〈訂正前〉 

・向山公園グラウンド 

・向山公園グラウンド 

 

〈訂正後〉 

・川之江東部グラウンド 

・向山公園グラウンド 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


